
講

習

を

実

施

す

る

者

講

習

の

名

称

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

財
団
法
人
日
本
小
型
船
舶
工
業

会

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅
場
町
一
丁
目
九

番
地
二
号

通
信
教
育
造
船
科
講
座

認

定

法

人

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
受
け
た
認
定
法
人

社
団
法
人
日
本
海
事
検
定

協
会

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
一
丁
目
九
番

七
号

第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
を
受
け
た
認
定
法
人

社
団
法
人
日
本
海
事
検
定

協
会

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
一
丁
目
九
番

七
号

第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
を
受
け
た
認
定
法
人

財
団
法
人
日
本
舶
用
品
検

定
協
会

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
三

十
二
号

名

称

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

財
団
法
人
日
本
海
事
協
会

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
四
番
七
号

名

称

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

社
団
法
人
日
本
海
事
検
定
協
会

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
一
丁
目
九
番
七
号

名

称

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

社
団
法
人
日
本
海
事
検
定
協
会

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
一
丁
目
九
番
七
号
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第
二
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

指
定
検
査
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
八
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と

し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
測
定
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
測
定
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
測
定
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
測
定
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術

的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

三

測
定
事
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
測
定
事
務
が
不
公
正

に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

第
二
十
八
条
第
六
項
中
「
前
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、「
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
及
び
第
四
項
」
に
、「
第
三

項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
、「
第
一
項
及
び
第
四
項
」を「
第
一
項
及
び
第
五
項
」に
改
め
、「「
検

査
員
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
項
中
「
測
定
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
検
査
事
務
」
と
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七

項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

指
定
測
定
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
第
十
二
項
を
削
り
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九

項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
船
級
協
会
に
つ
い

て
行
う
。

一

職
員
、
検
査
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
検
査
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
検
査
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
検
査
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術

的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

三

検
査
事
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
検
査
事
務
が
不
公
正

に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

第
四
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

13

船
級
協
会
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
百
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
認
定
の
基
準
）

第
百
三
十
二
条
の
二

第
百
二
十
九
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
検
査
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
検
査
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
検
査
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
検
査
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術

的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

三

検
査
事
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
検
査
事
務
が
不
公
正

に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

第
百
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
示
）

第
百
三
十
七
条

認
定
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
主
任
技
術
者
養
成
講
習
の
指
定
は
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
実
施
す
る
講
習
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
講
習
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
講
習
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
講
習
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術

的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

４

主
任
技
術
者
養
成
講
習
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
講
習
の
名
称
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
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